
ＹＩＣ情報ビジネス専門学校 学則 

第１章 組織 

（目 的） 

第１条 本校は、教育基本法及び学校教育法に基づき、工業分野並びに商業実務分野及び教養面に関する専門知識・技

術を教授するとともに良識ある社会人として必要な資質を養い、国家、地域社会の発展に貢献できる心豊かなスペ

シャリストの育成を目的とする。 

（名 称） 

第２条 本校は、ＹＩＣ情報ビジネス専門学校という。 

（位 置） 

第３条 本校は、山口県山口市小郡黄金町２番２４号および山口県山口市小郡御幸町６番１号に置く。 

第２章 課程、学科、修業年限及び定員 

（課程、学科、修業年限及び定員等） 

第４条 本校に次の課程及び学科を置き、修業年限、入学定員、総定員は、次のとおりとする。 

２. 修業年限が２年以上かつ６２単位以上の専門課程は、学校教育法第125条の2第1項に規定する特定専門課程とす

る。 

課程 学科 修業 

年限 

入学 

定員 

総 

定員 

課程区分 職業実践 

専門課程 

昼夜の別 備考 

工業専門課程 情報工学科 3年 30名 90名 特定専門課程 認定 昼間 募集停止 

情報デザイン科 2年 40名 80名 特定専門課程 認定 昼間 

ハイブリッドスタディ科 4年 20名 80名 特定専門課程 昼間 

商業実務専門課程 情報ビジネス科 2年 30名 60名 特定専門課程 認定 昼間 募集停止 

ビジネス科 2年 40名 80名 特定専門課程 認定 昼間 

医療事務学科 2年 20名 40名 特定専門課程 認定 昼間 募集停止 

ペット総合学科 2年 25名 50名 特定専門課程 認定 昼間 

国際ビジネス学科 1年 20名 20名 専門課程 昼間 募集停止 

第３章 学年、学期及び休業日 

（学年及び学期） 

第５条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２．学期は次のとおりとする。 

  前期   ４月１日 から  ９月３０日まで 

  後期  １０月１日 から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第６条 休業日は次のとおりとする。 

（１） 国民の祝日に関する法律に規定する日

（２） 土曜日、日曜日

（３） 学年始め休業日

（４） 夏季休業日

（５） 冬季休業日

（６） 学年末休業日

２．臨時の休業日は、その都度校長が定める。 

３．必要がある場合は，校長は，第１項の休業日を臨時に変更し，又は休業日の期間中においても，授業を課するこ

とがある。 



第４章  教育課程、始業・終業時刻及び履修単位の計算方法と評価 

（教育課程） 

第７条 教育課程は、別表のとおりとする。 

 ２．授業科目は、必修、選択必修、選択に分け、履修方法は講義、演習、実習とする。 

 ３．教育内容の向上や教育課程編成委員会等の助言により、年度ごとに教育課程を変更することがある。 

（始業及び終業時刻） 

第８条 始業時刻は９：３０、終業時刻は１７：００とする。 

 ２．校長は、教育上特に必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、始業及び終業時刻を変更することが

できる。 

（履修単位の計算方法と評価） 

第９条 １単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とする。 

 ２．講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で一単位とする。 

 ３．実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で一単位とする。 

 ４．卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認め

られる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

 ５．各教科科目の単位数計算および、成績評価は別途定める。 

（他校等における授業科目の履修の単位認定） 

第１０条 

１．本校の学生が、他の専修学校・大学等において履修した授業科目については、当該課程の修了に必要な総授業時間

数の１／２を超えない範囲で、本校の授業科目の履修とみなすことができる。 

２．認定の可否および単位数は、教務委員会の審議を経て校長が決定する。 

３．認定申請の手続きは別に定める。 

（入学前の履修科目の単位認定） 

第１１条 

１．学生が入学前に大学・専修学校等で履修した科目について、本校の授業科目の履修とみなすことができる。 

２．認定できる単位数は、原則として修了に必要な総授業時間数の１／２を超えないものとする。 

３．認定手続きは別に定める。 

（技能検定等の成果による単位認定） 

第１２条 

１．文部科学省が認める技能審査（例：英検、ＴＯＥＩＣ、漢検等）の合格級に応じて単位を認定することができる。 

２．認定基準は別表に定める。 

（ボランティア・インターンシップ等の学外活動の単位認定） 

第１３条 

１．学外活動（ボランティア、インターンシップ等）が教育上有益であると認められる場合、単位として認定できる。 

２．認定にあたっては、活動内容が教育水準に相当すること、証明書類が提出されることを要する。 

 

第５章 卒業及び称号 

（卒 業） 

第１４条 校長は、学習評価に基づいて、課程修了の認定を行う。 

 ２．修業年限以上在学し、３１単位に当該学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数以上を修得した者

は、職員会議を経て校長が卒業を認定する。 

 ３．当該学科の卒業に必要な単位数の内訳（総単位数および必須等）は、別途定める。 

 ４．校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

（称 号） 

第１５条 前条の規定により卒業を認定された者であって、文部科学大臣が定める専門士又は高度専門士の称号付与要

件を満たす特定専門課程を修了した者に対し、次の称号を授与する。 

    専門士（工業専門課程）、専門士（商業実務専門課程）、高度専門士（工業専門課程） 

 



第６章 入学、休学、退学及び転学 

（入学時期） 

第１６条 本校への入学は、学年の始めにおいて、校長が許可する。 

（入学資格） 

第１７条 入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 

 （１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 （２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を

修了した者を含む。） 

 （３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定したもの 

 （４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 

 （５）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上で、文部科学大臣が定める基準を満たすもの）を修了した者 

 （６）文部科学大臣の指定した者 

 （７）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定に合格し

た者を含む。） 

 （８） 本校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

１８歳に達したもの 

（出 願） 

第１８条 入学を志願する者は、本校所定の入学願書に、入学選考料を添えて指定する期日までに出願しなければならない。 

（入学許可） 

第１９条 前条の手続きを終了した者に対して、入学者の選考を行い、合格の通知を受けた者は、所定の手続きに従っ

て、期日までに所定の書類を提出するとともに、入学金を納入しなければならない。 

２．校長は前項の手続きを完了した者に入学を許可する。 

（入学手続） 

第２０条 入学を許可された者は、所定の手続きに従って、校納金を期日までに納入し、すみやかに誓約書、保証書お

よびその他所定の書類を提出しなければならない。 

 ２．前項の保証書において保証人および副保証人を各１名定めなければならない。 

（編入学、転入学及び再入学） 

第２１条 次の各号に該当する者で、本校への入学を志願する者があるときは、選考のうえ相当年次に入学を許可する

ことがある。 

  （１） 大学、短期大学、高等専門学校及び他の専修学校を卒業または退学した者（編入学） 

  （２） 社会人で前号の学歴を有する者及び同等の学力を有すると認めた者（編入学） 

  （３） 他の専修学校に在学し、相当な学力があると認めた者（転入学） 

  （４） 本校を卒業または退学した者（再入学） 

 ２．前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取り扱い並びに在学すべき年数につ

いては、職員会議を経て校長が決定する。 

（休学及び復学） 

第２２条 疾病その他止むを得ない事由により、２か月以上修学できない者は、休学願を提出し、校長の許可を受けて

休学することができる。 

 ２．休学の期間は、通算して２年を越えることができない。 

 ３．休学の期間は、在学期間に算入しない。 

 ４．休学の事由が消滅し復学しようとする場合は、復学願を提出し、校長の許可を受けて復学することができる。 

（転 科） 

第２３条 特別な事由により転科を願い出た者に対して、転科後その学科に必要な授業科目を修得する見込みがあると

認めた場合は、校長が転科を許可することがある。 

（退学及び転学） 

第２４条 退学しようとする者、または他の学校に転学しようとする者は、その事由を明らかにして退学、転学願を提

出し校長の許可を受けなければならない。 

 



（在学年限） 

第２５条 在学期間は、修業年限の２倍を越えることができない。 

（除 籍） 

第２６条 次の一に該当する者は、職員会議を経て、校長が除籍する。 

  （１） 校納金（学費、教材費等）の期日まで納付を怠り、催促してもなお期日までに納付しない者 

  （２） 定める在学年限を超えた者 

  （３） 定める休学期間を超えてなお修学できない者 

  （４） 長期間にわたり行方不明の者 

  （５） 正当な理由がなく欠席が長期にわたり，修業の意思がないと認められる者 

  （６） 性行不良で改善の見込みが認められない者 

  （７） その他学業をするにあたり、校長が不適切と認めた者 

 

第７章 出欠席等 

（出欠席等） 

第２７条 出席、欠席、遅刻及び早退等の取り扱いについては、校長が定める。 

（公欠等） 

第２８条 次のいずれかに該当するときは、欠席として取り扱わない。 

  （１）忌引（１親等以内７日間、２親等以内３日間、３親等以内１日間） 

  （２）結婚式、法事（２親等以内１日間） 

  （３）国民としての法的義務履行（学校感染症や裁判員制度など） 

  （４）自然災害等（居住家屋の破損、交通機関等不通による登校困難など） 

  （５）傷害（本人に過失のない交通事故など） 

  （６）学習活動（企業での実習、特別講座への参加など） 

  （７）就職活動（説明会、筆記試験、面接試験、試験としての研修実習、内定先から依頼のあった研修や式典など） 

  （８）普通自動車運転免許取得（自動車学校の仮免許試験と卒業試験、試験センターの本免許試験、各１回のみ） 

  （９）その他校長が認めるもの 

  以上を公欠扱いとし、公欠届を担任に提出すること 

 

第８章  保証人 

（保証人の責任） 

第２９条 保証人は、本人の校内外における学生生活について、学校に対し、財産上及び身分上の一切の保証の責に任

ずるものとする。 

 ２．保証人が保証しなければならない債務の限度は、修業年限全てにかかわる学費および教材費の合計に相当する額

とする。 

（保証人の資格） 

第３０条 保証人は、父母若しくは成人の親族等で独立の生計を営む者とする。 

２．副保証人は独立の生計を営む成人者とする。 

（保証人の変動） 

第３１条 保証人の身分に変動があった場合は、すみやかに届出なければならない。 

 

第９章  入学金、授業料その他の納付金 

（入学金及び授業料等） 

第３２条 入学金、授業料その他の納付金は、別に定める。 

 ２．授業料は、当該年度の開始の日までに一括して納付する。ただし、２回に分割し第１期分は前納し、第２期分は

当該年度の７月３１日までに納付することも可能とする。 

 ３．施設設備費は、当該年度の開始の日までに一括して納付するものとする。 

 ４．正当な理由がなく、かつ所定の手続きを行わずに授業料等を２か月以上滞納しその後においても納入の見込がな

いときは、除籍することがある。 



 ５．特別の事情があると認めた者には授業料等を減免することがある。 

 

第１０章  表彰及び懲戒 

（表 彰） 

第３３条 学業、人物、その他について優れ、他の模範となる者に対し、校長が表彰する。 

（懲 戒） 

第３４条 本校の規則に違反し、または学生としての本分に反する行為をした者は、校長がこれを懲戒する。 

 ２．懲戒は訓告、停学及び退学とする。 

 ３．前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

  （１） 性行不良で改善の見込がないと認められる者 

  （２） 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 

  （３） 正当な理由がなく出席常でない者 

  （４） 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

（弁 償） 

第３５条 学生が校舎、校具その他の施設・設備を損傷又は紛失したときは、校長はその事情によって、その全部又は

一部を弁償させることがある。 

 

第１１章  奨学生、特待生 

（奨学生） 

第３６条 学力、性行ともに優れ、他の模範となる人物で、経済的な理由で就学困難な者に対し、奨学金を給付する。 

 ２．前項に関する規則は、別に定めるところによる。 

（特待生） 

第３７条 学力、性行ともに優れ、校内において、他の模範生となるにふさわしいと認められる者に対して、入学金の

全額又は一部を免除し、就学を進める。 

 ２．前項に関する規則は、別に定めるところによる。 

 

第１２章  健康診断 

（健康診断） 

第３８条 健康診断は、毎年１回、別に定めるところにより実施する。 

 

第１３章  職員組織 

（職員組織） 

第３９条 本校に、次の教職員を置く。 

  （１） 校 長   １名 

  （２） 副校長   必要に応じて置く 

  （３） 教 員   ５名以上 

  （４） 講 師   必要に応じて置く 

  （５） 助 手   必要に応じて置く 

  （６） 事務職員  １名以上 

 ２．副校長は校長の助言のもと、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 

（会議及び委員会） 

第４０条 本校には、本校の管理運営に関して重要な事項を審議し、また教育活動等の点検及び評価を行うため、次の

会議及び委員会を置く。 

（１）職員会議 

（２）自己点検・評価委員会 

２ 前項に定めるもののほか、校長は学校運営上必要と認める会議や委員会を組織することができる。 

（自己点検・評価及び公表） 

第４１条 本校は、教育水準の向上を図り、その目的及び社会的使命を達成するため、教育活動等の状況について毎年



度自ら点検及び評価（学校自己評価）を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本校は、前項の点検及び評価の結果について、学校関係者評価委員会等による客観的な評価（学校関係者評価）や

第三者評価を受けるよう努めるものとする。 

 

第１４章  附帯教育 

（附帯教育） 

第４２条 本校の附帯教育は、次のとおりとする。 

講 座 名 昼夜別 修業年限 総定員 
総授業 

時間数 
授 業 時 間 

海外福祉人材養成短期コース 昼間 ３月 ４０名 ２４０時間 ９：３０～１５：３０ 

海外福祉人材養成コース 昼間 ６月 ４０名 ４８０時間 ９：３０～１５：３０ 

 

第１５章  雑則 

（個人情報の取り扱い） 

第４３条 校長が学業・学生生活を円滑にするため必要と判断した場合には、本校が所有する当該学生に関する保証人

および副保証人に対しても通知することがある。 

 

 

     附   則 

（施行期日） 

１．この学則は、１９９０年４月１日から施行する。 

（途中省略） 

２１．２０２６年４月１日から一部改正する。 

但し、２０２６年３月３１日以前に入学した学生は、従前の学則を適用する。 

  


